
 

 

  
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受付窓口  電 話：０７５－２５２－６２９９ 

      ＦＡＸ：０７５－２５２－６３１０ 

メール：f-yuinet@kyoshakyo.or.jp 

◆受付時間  電話受付は、毎週月～金曜日 

       午前９時～午後５時（祝日、年末年始等を除く) 

ＦＡＸ・メールは、随時どうぞ 

京都府・社会福祉法人京都府社会福祉協議会 

子ども食堂やこどもの居場所への 

食材の支援を受け付けています 

◆開設場所  社会福祉法人 京都府社会福祉協議会（府委託） 

京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町 375 

  ハートピア京都 5Ｆ 



◆きょうとフードセンター（京都式フードバンク事業）の概要 

・機能： 食材提供者等からの相談や提供申出等の受付 

        食材提供者と子ども食堂等の食材受給者とのマッチングの実施 

     食材の需給調整及び搬送情報等の一元的管理 

・体制： 受付、マッチング等を行うコーディネーターを１名配置 

・特徴： センター自前の倉庫、トラック等を保有せず、原則食材提供者が指定の場所 

      (一時保管場所等)へ搬送し、子ども食堂等の食材受給者が指定の場所に取り 

     に行くことで、運搬体制を構築 

     社会福祉法人、フードバンク等の協力を得て府内各地に一時保管場所を確保 

       ＜平成29年度末現在５箇所:京都市、長岡京市、城陽市、精華町、亀岡市＞   ⇒順次拡大予定 



京都式フードバンク事業（イメージ図） 
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